
 

「さいたま市不適正事務処理に関する第三者委員会報告書」の内容について（案） 
                                   
 

１ 報告者 

  さいたま市不適正事務処理に関する第三者委員会 

 

２ 内容書骨子 

 ⑴ 事実経過 

   都市局南部都市・公園管理事務所の不適正事務（185 件・情報開示） 

   全庁の不適正な財務処理調査による不適正事務（133 件） 

まちづくり委員会の事務検査（自治法第 98 条第 1項） 

「第三者委員会の設置」 

事務処理等適正化調査特別委員会の事務検査（自治法第 98 条第 1項） 

事務処理等適正化調査特別委員会の調査（自治法第 100 条） 

   上記事実経過を記述 

 ⑵ 委員会の役割と活動 

   委員会の役割と活動を端的に記述 

 ⑶ 不適正事務処理の内容と原因・理由 

   委員会配布資料と、委員会での議論の概要を記述 

 ⑷ 不適正事務処理を解決するための課題と再発防止策 

   委員会配布資料と、委員会での議論の概要を記述 

 ⑸ 再発防止に向けた提言 

   本日の資料２ 再発防止に向けた提言（案）をもとに、本日の議論を踏まえて 

  必要な修正をしたものとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《資   料》 

 

・第１回資料  

 

 

 

 

 

 

・第２回資料 

 

 

 

 

・第３回資料 

 

 

 

・第４回資料 

 

 

 

 

・第５回資料 

 

 

 

・その他参考資料 

・委員名簿・条例・要綱・要領 
・さいたま市の制度の概要 
  予算の繰越 
  修繕業務・委託業務の事務手続きの流れ 
  随意契約ガイドライン（抜粋） 
・不適正な財務処理一覧 
・修繕業務に係る検討事象（第２回資料含む） 

・不適正事務処理の概要 
情報開示・公印管理 

・事象、原因及び原因類型 

・原因類型と課題（案） 

・不適正な事務処理事項整理表 

・不適正事務処理の状況と原因・理由 

・不適正事務処理の状況と原因・理由 

・課題及び再発防止策 

・再発防止策のまとめ 

資料１

・再発防止に向けた提言（案） 


